
平成２９年度 愛育保育園 重要事項説明書 
保育の提供を開始するにあたり、当園より説明すべき事項は次のとおりです。 
 

1、 施設運営主体 
名  称 社会福祉法人 愛育福祉会 
所 在 地 北谷町字浜川１１７番地３ 
電 話 番 号 ０９８-９３６-２９５９ 
代表者氏名 理事長  本永 栄一 

 
2、 利用施設 

施設の種類 保育所 

施設の名称 愛育保育園 

施設の所在地 北谷町字浜川１１７番地３ 

連絡先 ℡０９８-９３６-２９５９ fax０９８-９３６-０２４５ 

管理者 園長 金城 照美 

認可定員 
満３歳以上（２号）        ８１名 
満１歳以上３歳未満（３号）    ５４名 
満１歳未満（３号）        １５名 

自己評価の概要 職員による保育内容等の自己評価を年に一回実施。 

開設年月日 昭和５３年４月１日 

事業所番号 ４７０２-００２４８８-５ 
 
3、 施設の目的・運営方針 

事業の目的 当園は、下記の運営方針に基づき保育を必要とする児童を日々受け入れ、

適切な保育・教育を行うことを目的とします。 
運営方針 ・入園する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するこ

とに最もふさわしい生活の場を提供するように努めます。 
・家庭との連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を

一体的に行います。 
・家庭や地域との連携を図りながら、保護者に対する支援等を行うように

努めます。 
 
4、 施設・設備の概要 

敷 地 
全体 ３、２６６.２７㎡ 

建 物 
構 造        RC 造 

園庭  ６８５.００㎡ 述べ面積  ９９５.７５㎡ 

主な設備 
乳児室    ２室 保育室     １１室 調理室    １室 
ほふく室   ５室 遊戯室（ホール） １室 冷暖房・プール 



5、職員体制  入園のしおりに記載（H２９年４月１日現在） 
  ※当園では、「北谷町の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」の基準を 
  遵守し保育の実施に必要な職員を配置しています。 
 
6、保育を提供する日・時間 

開 園 日 月曜日から土曜日 
開 園 時 間 午前７時から午後６時   午後６時～午後７時（延長保育） 
保育標準時間認定 午前７時から午後６時 延長保育時間（午後６時～午後７時） 
保育短時間認定 午前８時から午後４時 延長保育時間（午前７時～８時、午後４時～６時） 
休 園 日 日曜日、祝祭日、慰霊の日、年末年始（１２/２９～１/３） 
※土曜午後保育休園日 運動会、お遊戯会、虫駆除（年２回）、園内外職員研修の土曜午後 

  ※警報発令時、感染症流行時の対応について（入園のこころえ参照） 
 
7、提供する保育の内容 
  当園は保育所保育指針（平成２０年３月２８日厚労告）を踏まえ、以下の保育その他の便宜の

提供を行います。 
① 保育の提供 

上記６に記載する時間において、保育を提供します。 
② 週に１回（４・５歳児）太鼓指導、体育指導、隔週に１回サッカー教室を行う。 
③ 特別支援保育事業、延長保育事業 

 
8、食事の提供方法等について 
 
① 食事の提供方法：自園調理 保育を提供する日は、毎日食事の提供を行います。 

  行事などに併せてお弁当の持参をお願いする日があります（月１回）誕生会や遠足等 
  献立表は毎月、別途お知らせします。 
 
 ②園児の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼 食 午後間食 
０歳児 ９時頃 １０時３０分頃 １５時頃 
１歳児 ９時頃 １１時頃 １５時頃 
２歳児 ９時頃 １１時頃 １５時頃 

３歳児～５歳児  １１時３０分頃 １５時３０分頃 
 

④ アレルギーの対応状況 
アレルギーにより給食に配慮が必要な場合は、あらかじめご相談下さい。その際は、 

医師による指示書の提出が必要です。 
⑤ その他衛生管理等 

日々の健康管理、確認及び検便検査の実施（毎月１回）による調理従事職員の健康管理を

徹底しています。 
調理室の清掃及び整理整頓を実施し、衛生管理区分の維持管理を徹底しています。 

 



9、利用料金 
 ①保育に係る利用者負担（保育料） 
  支給認定を受けた北谷町に対し、当該町が定める保育料をお支払いただきます。 
② 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等（実費負担） 
・新年度用品代金  ・保護者会費  ・延長保育に係る利用者負担金 
・スナップ写真代等を当園にお支払いただきます。（その他、遠足入園料金等あり） 

10、利用の終了について    
当園は、以下の場合には保育の提供を終了します。 
① 「子ども・子育て支援法施行規則」第１条の規定に該当せず、北谷町が利用を取り消したと

き。 
② 保護者から保育所利用の取り消しの申し出があったとき。 
③ 北谷町が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。 
④ その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。 

11、嘱託医 
 当園は、以下の医師と嘱託医契約を締結し年２回の検診を行っています。 
 小児科：小坂 真子（ちばなクリニック） 歯科医：藤井 信男（羽地歯科口腔外科） 
12、緊急時の対応 
 お預かりしている子どもに健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、保護者の指定する

医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。（緊急連絡表の記載に基づき） 
13、非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める消防計画書により対応します。 
避 難 訓 練 毎月１回、避難訓練を実施します。（火事・地震・津波） 
防 災 設 備 自動火災報知機・誘導灯・ガス漏れ報知機・非常警報装置・消火器 
避 難 場 所 園庭・宮城児童館（火災時）、コナガーデン９階屋上・町営団地（津波時） 

 
14、保育に関する相談・要望・苦情 

当園、ご利用窓口 
・担当者：金 城 照 美 ・ 豊 里 清 美 
・利用時間：午前９時～午後６時 
・℡098-936-2959  fax098-936-0245 

第三者委員 
沖山 隆雄 ℡098-898-5435  さつき保育園園長 
津波 文  ℡098-936-3961  北谷町民生委員児童委員 

 ※当園では、上記の他、園内に要望・苦情等に係る意見箱を玄関に設置しています。 
 
15、虐待防止のため、以下の措置を講じています。 
 ① 虐待防止マニュアルの作成し運用しています。 
 ② 毎年、虐待予防研修会に職員を参加させています。 
 
当園におけるその他の留意事項 
 当園は、保護者会活動を行っています。 
 当該重要事項説明書に定めるもののほか、入園、利用に当たっての詳細な留意事項については、

「入園のこころえ」「進級にむけて」「入園のしおり」に提示するものとします。 
 



 

重要事項説明書についての同意書 

 
 
 
平成  年  月  日 
 
 
 

当園における保育提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事項の説明を 
行いました。 

 
施設名   社会福祉法人愛育保育園 
説明者   園 長   金城 照美 

 
 
 
 
 

私は、本書面に基づいて愛育保育園の利用にあたっての重要事項の説明を受け、 
同意しました。 

 
年   月   日 

 
 

保護者住所：                          

保護者氏名：                印 

児童との続柄：          

児童名：                   

児童名：                   

児童名：                   


